
○

法

務

省

令

第

四

十

七

号

刑

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

四

年

法

律

第

六

十

七

号

）

の

施

行

に

伴

い

、

並

び

に

刑

事

収

容

施

設

及

び

被

収

容

者

等

の

処

遇

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

七

年

法

律

第

五

十

号

）

及

び

少

年

院

法

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

五

十

八

号

）

の

規

定

に

基

づ

き

、

刑

事

施

設

及

び

被

収

容

者

の

処

遇

に

関

す

る

規

則

及

び

少

年

院

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

令

和

五

年

十

一

月

三

十

日

法

務

大

臣

小

泉

龍

司

刑

事

施

設

及

び

被

収

容

者

の

処

遇

に

関

す

る

規

則

及

び

少

年

院

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

刑

事

施

設

及

び

被

収

容

者

の

処

遇

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

第

一

条

刑

事

施

設

及

び

被

収

容

者

の

処

遇

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

八

年

法

務

省

令

第

五

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

順

次

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

及

び

改

正

後

欄

に

対

応

し

て

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

（

以

下

「

対

象

規

定

」

と

い

う

。

）

は

、

そ

の

標

記

部

分

が

異

な

る

も

の

は

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

と

し

て

移

動

し

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

で

改

正

前

欄

に

こ

れ

に

対

応

す

る

も

の

を

掲

げ

て

い

な

い

も

の

は

、

こ

れ

を

加

え

る

。

改

正

後

改

正

前

（
委
員
会
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
委
員
会
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
の
実
施
の
状
況

［
号
を
加
え
る
。
］

十
三
～
十
六

［
略
］

十
二
～
十
五

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
受
刑
者
の
自
弁
の
物
品
の
使
用
等
）

（
受
刑
者
の
自
弁
の
物
品
の
使
用
等
）



第
十
五
条

［
略
］

第
十
五
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

受
刑
者
に
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
物
品
は
、

３

受
刑
者
に
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
物
品
は
、

法
務
大
臣
が
定
め
る
品
名
の
も
の
に
つ
い
て
、
優
遇
措
置
と
し
て
自
弁
の
も
の
の
摂

法
務
大
臣
が
定
め
る
品
名
の
も
の
に
つ
い
て
、
優
遇
措
置
と
し
て
自
弁
の
も
の
の
摂

取
を
許
す
ほ
か
、
外
部
通
勤
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合
、
法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の

取
を
許
す
ほ
か
、
外
部
通
勤
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合
、
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定

規
定
に
よ
り
外
出
又
は
外
泊
を
許
す
場
合
そ
の
他
法
務
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
お
い

に
よ
り
外
出
又
は
外
泊
を
許
す
場
合
そ
の
他
法
務
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
適

て
適
当
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
自
弁
の
も
の
の
摂
取
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

当
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
自
弁
の
も
の
の
摂
取
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

と
す
る
。

る
。

［
４
～
７

略
］

［
４
～
７

同
上
］

（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
物
品
）

（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
物
品
）

第
十
七
条

［
略
］

第
十
七
条

［
同
上
］

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

か
つ
ら
（
法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
出
し
、
又
は
外
泊
す
る

二

か
つ
ら
（
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
出
し
、
又
は
外
泊
す
る
場
合

場
合
、
裁
判
所
に
出
頭
す
る
場
合
そ
の
他
の
刑
事
施
設
の
長
が
か
つ
ら
の
着
用
を

、
裁
判
所
に
出
頭
す
る
場
合
そ
の
他
の
刑
事
施
設
の
長
が
か
つ
ら
の
着
用
を
許
す

許
す
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

こ
と
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

（
処
遇
要
領
の
策
定
等
）

（
処
遇
要
領
の
策
定
等
）

第
四
十
三
条

［
略
］

第
四
十
三
条

［
同
上
］

２

刑
事
施
設
の
長
は
、
処
遇
要
領
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
判
決
書
の
謄
本
の
閲

［
項
を
加
え
る
。
］

覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
被
害
者
等
（
法
第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

被
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
被
害
に
関
す
る
心
情
及
び
被
害
者
等
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

３

刑
事
施
設
の
長
は
、
開
始
時
指
導
が
終
了
す
る
ま
で
に
法
第
八
十
四
条
の
二
第
三

［
項
を
加
え
る
。
］

項
の
規
定
に
よ
る
心
情
等
の
聴
取
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
の
結
果
に
基
づ
き
処
遇
要
領
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

刑
事
施
設
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る

２

刑
事
施
設
の
長
は
、
矯
正
処
遇
の
進
展
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
必
要
が

と
認
め
る
と
き
は
、
処
遇
要
領
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
処
遇
要
領
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。



一

矯
正
処
遇
の
進
展
状
況

［
号
を
加
え
る
。
］

二

被
害
者
等
の
被
害
に
関
す
る
心
情
又
は
被
害
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
変

［
号
を
加
え
る
。
］

化
三

法
第
八
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
心
情
等
を
聴
取
し
た
こ
と
。

［
号
を
加
え
る
。
］

５

前
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
処
遇
要
領
の
策
定
及
び
変
更
に
関
し
必
要
な
事

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
処
遇
要
領
の
策
定
及
び
変
更
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

項
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
法
第
八
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
受
刑
者
）

第
四
十
三
条
の
二

法
第
八
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
受

［
条
を
加
え
る
。
］

刑
者
は
、
全
て
の
受
刑
者
と
す
る
。

（
被
害
者
等
の
心
情
等
の
聴
取
の
申
出
書
の
提
出
等
）

第
四
十
三
条
の
三

刑
事
施
設
の
長
は
、
法
第
八
十
四
条
の
二
第
三
項
の
申
出
を
し
た

［
条
を
加
え
る
。
］

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
出
人
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
出
書
の
提
出
を
求
め
、
又
は
質
問
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
居
所
及
び
電
話
番
号

二

申
出
に
係
る
受
刑
者
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

三

申
出
人
が
法
第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
害
者
で
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
者
と
の
関
係

２

刑
事
施
設
の
長
は
、
申
出
人
に
対
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
す
る
書

類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
又
は
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
被
害
者
等
の
心
情
等
の
聴
取
の
方
法
等
）

第
四
十
三
条
の
四

法
第
八
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
心
情
等
の
聴
取
は
、

［
条
を
加
え
る
。
］

被
害
者
等
の
陳
述
の
内
容
を
録
取
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

被
害
者
等
が
あ
ら
か
じ
め
法
第
百
三
条
第
四
項
の
申
出
を
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
と
き
又
は
被
害
者
等
の
心
身
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
相
当
と
認



め
る
と
き
は
、
当
該
心
情
等
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

２

刑
事
施
設
の
長
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
心
情
等
の
聴
取
を
、
そ

の
指
名
す
る
職
員
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
等
の
住
所
又
は

居
所
が
当
該
刑
事
施
設
の
所
在
地
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
住
所
又

は
居
所
を
考
慮
し
て
相
当
と
認
め
る
刑
事
施
設
の
長
に
依
頼
し
、
当
該
刑
事
施
設
の

長
又
は
そ
の
指
名
す
る
職
員
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
八
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
心
情
等
の
聴
取
に
当
た
っ
て
は
、
被

害
者
等
の
心
身
の
状
況
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

４

刑
事
施
設
の
長
は
、
法
第
八
十
四
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
心
情

等
を
聴
取
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
申
出
を
し
た
被
害
者
等
に
対
し
、

そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
）

（
法
第
百
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
）

第
六
十
四
条

［
略
］

第
六
十
四
条

［
同
上
］

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、

二

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
八
十
一
条

第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
五
条
（
わ
い
せ
つ
の
目

ま
で
、
第
二
百
二
十
五
条
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の

的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
六
条

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に

の
二
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
七
条
第
三

同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
七
条
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る

項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
二
十
八
条
（
同
法
第
二
百
二
十
五

、
第
二
百
二
十
八
条
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
、
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項

条
、
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
又
は
第
二
百
二
十
七
条
第
三
項
に
係
る
部
分

又
は
第
二
百
二
十
七
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
一
条
第

に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
百
四
十
三

一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
百
四
十
三
条
（
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項

条
（
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
の
原
因
と
な

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
の
原
因
と
な
る
認
知
の
偏
り
又
は
自
己
統
制
力
の

る
認
知
の
偏
り
又
は
自
己
統
制
力
の
不
足
が
あ
る
こ
と
。

不
足
が
あ
る
こ
と
。

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］



（
被
害
者
等
の
心
情
等
の
伝
達
の
方
法
等
）

第
六
十
四
条
の
二

法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
心
情
等
の
伝
達
は
、
刑
事
施

［
条
を
加
え
る
。
］

設
の
職
員
に
よ
り
、
口
頭
で
行
う
も
の
と
す
る
。

２

刑
事
施
設
の
長
は
、
法
第
百
三
条
第
四
項
の
申
出
を
し
た
被
害
者
等
に
対
し
、
そ

の
心
情
等
を
受
刑
者
に
伝
達
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
伝
達
し
た
日
を
、
同
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
心
情
等
の
伝
達
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
由
）

（
法
第
百
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
由
）

第
六
十
五
条

法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、

第
六
十
五
条

法
第
百
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に

次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
位
置
把
握
装
置
の
携
帯
又
は
装
着
）

（
位
置
把
握
装
置
の
携
帯
又
は
装
着
）

第
六
十
五
条
の
二

刑
事
施
設
の
長
は
、
法
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外

第
六
十
五
条
の
二

刑
事
施
設
の
長
は
、
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
外
出
又

出
又
は
外
泊
を
許
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は

は
外
泊
を
許
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
同

、
同
項
の
規
定
に
よ
る
外
出
又
は
外
泊
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
出
等
」
と
い

項
の
規
定
に
よ
る
外
出
又
は
外
泊
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
出
等
」
と
い
う
。

う
。
）
を
す
る
受
刑
者
が
位
置
把
握
装
置
を
携
帯
し
、
又
は
装
着
す
る
こ
と
を
条
件

）
を
す
る
受
刑
者
が
位
置
把
握
装
置
を
携
帯
し
、
又
は
装
着
す
る
こ
と
を
条
件
と
す

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（

少

年

院

法

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

条

少

年

院

法

施

行

規

則

（

平

成

二

十

七

年

法

務

省

令

第

三

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

及

び

改

正

後

欄

に

対

応

し

て

掲

げ

る

対

象

規

定

は

、

そ

の

標

記

部

分

が

異

な

る

も

の

は

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

と

し

て

移

動

し

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

対

象

規



定

で

改

正

前

欄

に

こ

れ

に

対

応

す

る

も

の

を

掲

げ

て

い

な

い

も

の

は

、

こ

れ

を

加

え

る

。

改

正

後

改

正

前

（
被
害
者
等
の
心
情
等
の
聴
取
の
申
出
書
の
提
出
等
）

第
十
六
条

少
年
院
の
長
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
申
出
を
し
た
者
（
以
下

［
条
を
加
え
る
。
］

こ
の
条
に
お
い
て
「
申
出
人
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
出
書
の
提
出
を
求
め
、
又
は
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
居
所
及
び
電
話
番
号

二

申
出
に
係
る
在
院
者
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

三

申
出
人
が
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
害
者
で
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
者
と
の
関
係

２

少
年
院
の
長
は
、
申
出
人
に
対
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
す
る
書
類

そ
の
他
の
物
件
の
提
出
又
は
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
被
害
者
等
の
心
情
等
の
聴
取
の
方
法
等
）

第
十
六
条
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
心
情
等
の
聴
取
は
、
被

［
条
を
加
え
る
。
］

害
者
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
陳
述
の

内
容
を
録
取
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
等
が
あ
ら
か

じ
め
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
申
出
を
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
き
又

は
被
害
者
等
の
心
身
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
心
情
等
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

少
年
院
の
長
は
、
前
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
心
情
等
の
聴
取
を
、
そ
の

指
名
す
る
職
員
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
等
の
住
所
又
は
居

所
が
当
該
少
年
院
の
所
在
地
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
住
所
又
は
居

所
を
考
慮
し
て
相
当
と
認
め
る
少
年
院
の
長
に
依
頼
し
、
当
該
少
年
院
の
長
又
は
そ

の
指
名
す
る
職
員
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



３

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
心
情
等
の
聴
取
に
当
た
っ
て
は
、
被

害
者
等
の
心
身
の
状
況
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

４

少
年
院
の
長
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
心
情
等

を
聴
取
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
同
項
の
申
出
を
し
た
被
害
者
等
に
対
し
、
そ

の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
）

（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
）

第
十
六
条
の
三

［
略
］

第
十
六
条

［
同
上
］

（
被
害
者
等
の
心
情
等
の
伝
達
の
方
法
等
）

第
十
六
条
の
四

法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
心
情
等
の
伝
達
は
、
少
年
院

［
条
を
加
え
る
。
］

の
職
員
に
よ
り
、
口
頭
で
行
う
も
の
と
す
る
。

２

少
年
院
の
長
は
、
法
第
二
十
四
条
第
五
項
の
申
出
を
し
た
被
害
者
等
に
対
し
、
そ

の
心
情
等
を
在
院
者
に
伝
達
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
伝
達
し
た
日
を
、
同
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
心
情
等
の
伝
達
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
の
策
定
等
）

第
十
九
条
の
二

少
年
院
の
長
は
、
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は

［
条
を
加
え
る
。
］

、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
若

し
く
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
決
定
に
係
る
決
定
書
又
は
判
決
書
の
謄
本
の

閲
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
被
害
者
等
の
被
害
に
関
す
る
心
情
及
び
被
害
者
等
の

置
か
れ
て
い
る
状
況
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

２

少
年
院
の
長
は
、
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
を
策
定
す
る
ま
で
に
法
第
二
十
三
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
心
情
等
の
聴
取
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

少
年
院
の
長
は
、
法
第
三
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
矯
正
教
育
計
画

を
変
更
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
も
の

と
す
る
。



一

矯
正
教
育
の
進
展
状
況

二

被
害
者
等
の
被
害
に
関
す
る
心
情
又
は
被
害
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
変

化
三

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
心
情
等
を
聴
取
し
た
こ
と
。

（
仮
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
）

（
仮
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
）

第
八
十
四
条

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
少
年
法
第
十
七
条
の
四

第
八
十
四
条

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三

第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
二
第
五
項
又
は
少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年

年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
二
第
五

法
律
第
五
十
九
号
）
第
百
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
仮
に
収
容
さ
れ
て
い

項
又
は
少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
百
二
十
三
条
の
規

る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
こ
の
規
則
中
の
在
院
者
に
関
す

定
に
よ
り
少
年
院
に
仮
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な

る
規
定
を
準
用
す
る
。

い
限
り
、
こ
の
規
則
中
の
在
院
者
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ

の

省

令

は

、

刑

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

附

則

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

規

定

の

施

行

の

日

（

令

和

五

年

十

二

月

一

日

）

か

ら

施

行

す

る

。


